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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○指定代理納付者の指定 （青少年男女共同参画課取扱い）１

○廃棄物が地下にある土地に係る指定区域の指定 （廃棄物・リサイクル対策課取扱い）２

○生活保護法等に基づく指定医療機関等の廃止 （社会福祉課取扱い）２

○生活保護法等に基づく指定医療機関等の休止 （社会福祉課取扱い）２

○生活保護法等に基づく医療機関等の指定（３件） （社会福祉課取扱い）２

○生活保護法等に基づく指定医療機関等の変更事項の届出（２件） （社会福祉課取扱い）３

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の指定の辞退 （障害福祉課取扱い）４

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の指定（２件） （障害福祉課取扱い）４

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の指定の更新 （障害福祉課取扱い）４

○介護保険法に基づく指定居宅サービス事業の廃止 （高齢者生き生き推進課取扱い）５

○介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定 （高齢者生き生き推進課取扱い）５

○介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業の廃止 （高齢者生き生き推進課取扱い）５

○介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業者の指定（高齢者生き生き推進課取扱い）６

○特定漁業者の規約の制定に係る同意の認定 （水産振興課取扱い）６

○公共測量の実施 （監理課取扱い）６

○道路の区域の変更 （道路維持課取扱い）６

○道路の供用の開始 （道路維持課取扱い）７

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定 （大隅地域振興局取扱い）７

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者の指定 （大島支庁取扱い）７

公 告

○落札者等の公告（３件） （監理課取扱い）８

（原子力安全対策課取扱い）８

鹿児島県告示第1102号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２第６項の規定により，指定代理納付者を次

のとおり指定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 指定代理納付者の名称及び住所

株式会社鹿児島カード

鹿児島市泉町３番３号

２ 指定代理納付者に代理納付させる歳入
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かごしま県民交流センター施設使用料及び設備使用料

３ 指定代理納付者が代理納付の対象とするクレジットカード

国際ブランドマーク（ＶＩＳＡ，Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ，ＪＣＢ，Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｅｘｐｒｅｓｓ，Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ又はＤｉｓｃｏｖｅｒに限る。）が付されたクレジ

ットカード

４ 指定代理納付者に歳入を代理納付させる期間

令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

鹿児島県告示第1103号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条の17第１項の規定によ

り，次のとおり指定区域を指定する。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 指定区域

肝属郡肝付町岸良字中ノ丸1226番３の一部

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第13条の２第３号イ

に規定する埋立地であって，廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省

令第35号）第12条の31第２号に規定するもの

鹿児島県告示第1104号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，指定医療機

関から次のとおり廃止の届出があった。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

名 称 所 在 地 廃止年月日

よしとみクリニック 垂水市南松原町10番 令和３年10月31日

調剤薬局風林堂 熊毛郡屋久島町栗生字南吉元1751 令和３年９月30日

番地５

鹿児島県告示第1105号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，指定医療機

関から次のとおり休止の届出があった。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

名 称 所 在 地 休止年月日

にしだ泌尿器科 枕崎市高見町14番１号 令和３年10月１日

鹿児島県告示第1106号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次のとおり指定

医療機関として指定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

名 称 所 在 地 指定年月日

鹿 児 島 県 公 報 令和３年12月10日（金）第268号
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よしとみクリニック 垂水市南松原町10番地 令和３年11月１日

鹿児島県告示第1107号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次のとおり指定

医療機関として指定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

事 業 者 事 業 所
指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

公益社団法人曽於医 曽於市大隅町月野894 曽於医師会立訪問看 曽於市大隅町月野894 令和３年11

師会 番地 護ステーションほほ 番地２ 月１日

えみ

鹿児島県告示第1108号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次のとお

り指定施術機関として指定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

指定年月
氏 名 施術所の名称及び所在地 施術の種類

日

山方涼子 Alegria涼風堂 令和３年 あん摩マッ

霧島市隼人町小浜4700番地20 10月11日 サ ー ジ 指

圧，はり，

きゅう

鹿児島県告示第1109号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，指定医療機

関から次のとおり変更の届出があった。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

変 更 内 容 変更年月
名称及び所在地 変更事項

変 更 前 変 更 後 日

医療法人徳洲会与論徳洲会病院 名称 医療法人沖縄 医療法人徳洲 令和３年

大島郡与論町大字茶花403番地 徳洲会与論徳 会与論徳洲会 10月１日

１ 洲会病院 病院

鹿児島県告示第1110号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２（中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により，指定施術機関から次のとおり変更の届出があった。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一
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施術所の名称及び所 変 更 内 容
氏 名 変更事項 変更年月日

在地 変 更 前 変 更 後

新留昴明 リムラン整骨院 施術所の名 整骨院庵国分院 リムラン整骨院 令和３年10

霧島市国分中央一丁 称 月１日

目14－２タウンヒル

田畑Ⅰ１階

鹿児島県告示第1111号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

65条の規定により，指定自立支援医療機関から次のとおり指定の辞退の申出があった。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

薬 局 辞退年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

ドルフィン薬局 鹿児島市金生町６番９号３Ｆ 令和３年 精神通院医療

11月30日

鹿児島県告示第1112号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

薬 局 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

ドルフィン薬局 鹿児島市金生町６番９号３Ｆ 令和３年 精神通院医療

12月１日

鹿児島県告示第1113号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

指定訪問看護事業者，指定居

宅サービス事業者又は指定介 事 業 所
指定年月 自立支援医療

護予防サービス事業者
日 の種類

主たる事務所
名 称 名 称 所 在 地

の所在地

医療法人豊泉 志布志市志布 訪問看護ステ 肝属郡東串良 令和３年 精神通院医療

会 志町夏井1212 ーションｏｈ 町池之原2602 12月１日

－１ ａｎａオハナ －１

鹿児島県告示第1114号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

薬 局 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

アジア薬局 摩川内市大小路町22番10号 令和３年 精神通院医療
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12月１日

有限会社マエノ薬局 伊佐市大口元町８番地10 令和３年 精神通院医療

12月１日

かもめ薬局 西之表市鴨女町95番地 令和３年 精神通院医療

12月１日

鹿児島県告示第1115号

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により，指定居宅サービス事業者から次

のとおり廃止の届出があった。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

事 業 所 指定居宅サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

ショートステイ 熊毛郡南種子町 特定非営利活動 熊毛郡南種子町 日髙 宗廣 令 和 ３ 年 短 期 入 所

・ふりいじあ 平山149番地 法人ＮＰＯふり 平山149番地 10月31日 生 活 介 護

いじあ

特別養護老人ホ 摩川内市里町 社会福祉法人里 摩川内市里町 純浦 勝志 令 和 ３ 年 短 期 入 所

ーム寿里苑 里1621番地１ 福祉会 里1621番地１ 11月19日 生 活 介 護

鹿児島県告示第1116号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定により，次のとおり指定居宅

サービス事業者として指定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

種子島医療セン 西之表市西之表 社会医療法人義 西之表市西之表 田上 寛容 令 和 ３ 年 訪 問 リ ハ

ター 7463番地 順顕彰会 7463番地 1 1月１日 ビ リ テ ー

シ ョ ン

田上診療所 熊毛郡中種子町 社会医療法人義 西之表市西之表 田上 寛容 令 和 ３ 年 訪 問 リ ハ

野間5306番地11 順顕彰会 7463番地 1 1月１日 ビ リ テ ー

号 シ ョ ン

デイサービスセ 姶良市平松1251 合同会社サント 姶良市平松1251 吉武 茉奈 令 和 ３ 年 通 所 介 護

ンターマナ 番地 ー 番地 11月１日

ショートステイ 熊毛郡南種子町 合同会社ライフ 熊毛郡南種子町 日髙 宗廣 令 和 ３ 年 短 期 入 所

・みなみ 平山149番地 平山149番地 1 1月１日 生 活 介 護

介護老人保健施 垂水市田神3536 医療法人浩愛会 垂水市田神3536 池田 誠 令 和 ３ 年 訪 問 リ ハ

設絆 番地１ 番地１ 11月15日 ビ リ テ ー

シ ョ ン

鹿児島県告示第1117号

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５の規定により，指定介護予防サービス事業

者から次のとおり廃止の届出があった。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

事 業 所 指定介護予防サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名
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ショートステイ 熊毛郡南種子町 特定非営利活動 熊毛郡南種子町 日髙 宗廣 令 和 ３ 年 介 護 予 防

・ふりいじあ 平山149番地 法人ＮＰＯふり 平山149番地 10月31日 短 期 入 所

いじあ 生 活 介 護

特別養護老人ホ 摩川内市里町 社会福祉法人里 摩川内市里町 純浦 勝志 令 和 ３ 年 介 護 予 防

ーム寿里苑 里1621番地１ 福祉会 里1621番地１ 11月19日 短 期 入 所

生 活 介 護

鹿児島県告示第1118号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定により，次のとおり指定介護

予防サービス事業者として指定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

種子島医療セン 西之表市西之表 社会医療法人義 西之表市西之表 田上 寛容 令 和 ３ 年 介 護 予 防

ター 7463番地 順顕彰会 7463番地 1 1月１日 訪 問 リ ハ

ビ リ テ ー

シ ョ ン

田上診療所 熊毛郡中種子町 社会医療法人義 西之表市西之表 田上 寛容 令 和 ３ 年 介 護 予 防

野間5306番地11 順顕彰会 7463番地 1 1月１日 訪 問 リ ハ

号 ビ リ テ ー

シ ョ ン

介護老人保健施 垂水市田神3536 医療法人浩愛会 垂水市田神3536 池田 誠 令 和 ３ 年 介 護 予 防

設絆 番地１ 番地１ 11月15日 訪 問 リ ハ

ビ リ テ ー

シ ョ ン

鹿児島県告示第1119号

指宿市開聞川尻5873番地７ かいゑい漁業協同組合代表理事組合長丸山義明及び指宿市開聞

川尻5824番地 坂元茂からなされた次の区域及び区分に係る漁業災害補償法（昭和39年法律第

158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定による届出に係る同法

第108条第２項の同意は，同項に規定する要件に適合すると認める。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

区域及び区分

１ 区域 指宿市開聞区域（指宿市開聞十町，開聞仙田，開聞上野及び開聞川尻の地区）

２ 区分 小型定置漁業及び雑魚定置漁業

鹿児島県告示第1120号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により，

国土交通省九州地方整備局鹿児島国道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知が

あった。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 作業の種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業の期間 令和３年10月８日から令和４年３月18日まで

３ 作業の地域 枕崎市桜山町地内及び日置市伊集院町地内

鹿児島県告示第1121号
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道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により，次のとおり道路の区域を変更

した。

なお，区域を表示した図面は，令和３年12月10日から２週間，鹿児島県土木部道路維持課に

おいて一般の縦覧に供する。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

道路 変更
敷地の幅員 敷地の延長

の 路 線 名 変 更 の 区 間 前後
（メートル） （メートル）

種類 の別

県道 長島宮之浦港 出水郡長島町平尾字曲田 前 5.4～20.5 915.7

線 337番７地先から同町浦底 前 10.4～30.2 916.3

字水ノ元591番２地先まで 後 10.4～30.2 916.3

鹿児島県告示第1122号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により，次のとおり道路の供用を開始

する。

なお，供用の開始の区間を表示した図面は，令和３年12月10日から２週間，鹿児島県土木部

道路維持課において一般の縦覧に供する。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

道路
供用開始

の 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間
の 期 日

種類

県道 長島宮之浦港線 出水郡長島町平尾字曲田337番７地先から同町浦底 令和３年

字水ノ元591番２地先まで 12月10日

大隅地域振興局告示第24号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和３年12月10日

大隅地域振興局長 清藤修

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

福祉サポートセ 垂水市市木441 合同会社いぶき 垂水市市木441 畦浦 伸一 令 和 ３ 年 児 童 発 達

ンターきらら 番地１ 番地１ 11月１日 支 援 ・ 放

課 後 等 デ

イ サ ー ビ

ス

リトルオレンジ 鹿屋市寿八丁目 特定非営利活動 鹿屋市寿八丁目 日野 尚子 令 和 ３ 年 放 課 後 等

ズイングリッシ 10番11号202 法人リトルオレ 10番４号 1 1月１日 デ イ サ ー

ュ ンジズ ビ ス

大島支庁告示第17号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和３年12月10日

大島支庁長 印南百合子
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事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

就労継続支援Ｂ 大島郡徳之島町 合同会社どぅど 大島郡徳之島町 仲 昭吉 令 和 ３ 年 就 労 継 続

型どぅどぅ 亀津4967番地４ ぅ 亀津4967番地４ 1 1月１日 支 援 Ｂ 型

落札者等の公告

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

土木行政総合システム用機器，ソフトウェア等及びクライアントライセンスの賃貸借 一

式

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県土木部監理課経理係

鹿児島市鴨池新町10番１号

３ 落札者を決定した日

令和３年10月15日

４ 落札者の氏名及び住所

富士通リース株式会社九州支店

福岡市博多区東比恵三丁目１番２号

５ 落札金額

158,875,200円

６ 特定調達契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

令和３年９月３日

…………………………………………………

落札者等の公告

特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量

電子計算機サービス及び関連のサービス（鹿児島県原子力災害時住民避難支援・円滑化シ

ステム設計・開発業務委託（フェーズ３）） 一式

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県危機管理防災局原子力安全対策課原子力防災対策係

鹿児島市鴨池新町10番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日

令和３年10月１日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

富士通Ｊａｐａｎ株式会社鹿児島支社

鹿児島市山之口町３番31号

５ 随意契約に係る契約金額

175,984,600円

６ 随意契約によることとした理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372

公 告
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号）第11条第１項第１号該当

…………………………………………………

落札者等の公告

特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

令和３年12月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量

電子計算機サービス及び関連のサービス（鹿児島県原子力災害時住民避難支援・円滑化シ

ステムとの連携に係る避難車両配車システム（ＤＰＮＤ）の機能設計・開発業務委託（Ｓｔ

ｅｐ１）） 一式

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県危機管理防災局原子力安全対策課原子力防災対策係

鹿児島市鴨池新町10番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日

令和３年10月１日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

株式会社構造計画研究所

東京都中野区本町四丁目38番13号日本ホルスタイン会館内

５ 随意契約に係る契約金額

41,800,000円

６ 随意契約によることとした理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372

号）第11条第１項第１号該当


